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01 策定にあたって
（１）策定の目的
　平成24年４月、東日本大震災及び原子力災害に対し町としてどう向き合い、どのように

対応していくか、さらには町民一人ひとりの暮らしの再建、ふるさとの再生に必要な方向

性を取りまとめ、今後の展望を示した「浪江町復興ビジョン（以下「ビジョン」）」を策定した。

　「浪江町復興計画【第一次】（以下「復興計画」）」は、ビジョンに基づき復興までの道

筋及び各施策の実現を図るため、施策の具体的な取組みや時期を取りまとめ、平成24年

10月に策定した。

　しかしながら、原発事故そのものの収束、賠償の問題、警戒区域の見直し、除染、健

康管理、住まいの確保に対しても、国による対応策や工程表は不明確で不十分であるため、

判断や選択をしていく上での前提が不透明な状況はあまり変わらず。

　特に当面の避難期の生活の安定、住環境の改善や絆の維持のための町外コミュニティの整備、再生・復興するふるさとの姿

についての具体的な取組みや方向性を示し、その実現を図ることで、町民の皆さまが将来の見通しを立てられることを目的と

した。

　そして今後の災害を取り巻く状況の変化に応じながら、町民の皆さまとともに最善の策を検討し、町民一人ひとりの復興に

向き合いながら随時見直しをすることとした。

復興計画において主に整理した項目
　復興計画においては、復興の前提条件となる、原発事故そのものの収束、賠償の問題、警戒区域の見直し、除染、健康管理、

住まいの確保など不透明な事項もあることから、避難生活を乗り切るための具体的な取組みと、ふるさと再生や町外コミュニ

ティ整備については取組みの方向性として整理した。

01 浪江町復興計画【第一次】の策定

復興に向けて

■図表　復興ビジョンからの見直しイメージ

復興ビジョン H24.4策定 H24.10策定予定

取組みの方向性 取組みの方向性

目標像

基本方針

復興
理念

具体的な取組み事項

前提条件等が不透明なため、具体的な取組みの詳細について
は引き続き検討。 

復興計画【第一次計画】

目標像

基本方針

復興
理念
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（２）復興計画の位置づけ
復興計画の位置づけ
　復興計画は第４次長期総合計画に掲げたまちづくりの考え方・精神を踏襲した「復興ビジョン」を基に、ビジョンに掲げた

「復興理念」「基本方針」「目標像」を具現化した。

　復興に向けての前提条件が整っていないことで、具体的な取組みの詳細が検討できない項目については、条件が明らかになっ

た段階で復興計画の修正や個別計画での検討を行うこととした。

第4次長期
総合計画

H24．4
浪江町復興
ビジョン

H24．10
浪江町復興計画
【第一次計画】

「協働によるまちづくり」の観点
「なかよく　みんな　えがおで」
の精神

ふるさと再生や津波被災地復
興、町外コミュニティ整備の具
体的な取組み

避難期を乗り切るため
の具体的な取組み

復興の具現化と取組み項目の拡大
状況の変化に応じ随時見直し

浪江町復興計画
【第二次計画】

個別計画　など

東日本
大震災

　復興計画【第一次】
　　■避難期の生活再建
　　・健康管理の強化と徹底
　　・損害対策の充実
　　・町民と町民・ふるさとをつなぐ“絆”の維持
　　・事業再開や就労支援による働く場の確保
　　・子供たちを支える教育環境の充実
　　・仮設住宅・借上住宅などの住環境改善
　　・避難先で安心して暮らすために
　　・なみえの伝統文化の復興

　　■町外コミュニティ整備 

避難指示解除 
準備区域

居住制限区域 
帰還困難区域

■ふるさとの再生
・除染と放射線管理
・インフラ復旧
・まちづくり計画の
　策定と住環境の整備
・津波被災地の復興
・産業の復興
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（３）復興計画の推進
【基本的な考え方】
　復興計画に掲げた「町民一人ひとりの暮らしの再建」「ふるさとなみえの再生」の実現のため、掲載した各取組みはスピー

ド感を持って着実に実施する必要があったため、　計画に掲載した各取組みの実施状況や進捗について明らかにし、計画の実

行性を高め、着実な計画推進を図っていくこととした。

【復興計画の推進体制について】
　復興計画の推進に当たっては、これまで浪江町が培ってきた『協働』の精神により、「町民」「行政区・自治会」「町民団体」

「事業所」「町」がそれぞれの知恵や技術、経験、意欲などを結集する必要があり、協働を円滑に進めるためには、互いの立場

を理解し、信頼し、尊重し合う関係の確立が必要となった。

　そのためにも、それぞれが持つ情報を積極的に提供し合い情報の共有化を図るとともに、町民等から意見や提案を広く求め、

政策決定に反映させていくこととした。また、協働の担い手となる人材や団体の育成及び支援を図り、計画推進体制の強化を

図ることとした。

　さらには、復興までの道のりは非常に厳しいものであるため、国や県、民間企業、NPO、ボランティア団体、大学や研究

機関などの支援や協力を得ながら、復興のために共通の目的をもって取組むこととした。

■図表　復興計画の推進体制

国・福島県

町外
NPO等

町外ボランティア団体

関係団体等

町外
民間企業 『協働』

大学・研究機関等

連 携 連 携

連 携

連 携
連 携

連 携

町　民 行政区・自治会

町民団体 事業所

浪江町
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【復興計画の進行管理方法】
　下図のとおり行うこととした。

（仮称）
職員検討会

PLAN
プ ラ ン

（計画） D O
ドゥー

（実行）

浪江町
復興計画

ACTION
アクション

（見直し）

点検・評価
結果の公表

各事業へ
の取組み
方法の整
理

定期的に
各事業の
進捗につ
いて整理

各課の自己
チェック表
を確認し、
計画全体と
しての進捗
管理を行う

町民や有識者

との「協働」

による進行管理

総括チェックの結果
を受け、より実効性
を高めるため、必要
な取組みの見直しを
図る。

進行管理課 自己チェッ
クに基づき、
事業の見直
しを行う。

自己チェッ
クに基づき、
事業の見直
しを行う。

各事業へ
の取組み
方法の整
理

定期的に
各事業の
進捗につ
いて整理

CHECK
チェック

（点検・評価）

進行管理課

ｱｸｼｮﾝ
ﾌﾟﾗﾝ

自己
ﾁｪｯｸ

ｱｸｼｮﾝ
ﾌﾟﾗﾝ

自己
ﾁｪｯｸ

総括
ﾁｪｯｸ
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02 復興の理念と基本方針
（１）復興計画における復興の考え方
　復興計画における復興の考え方は、以下に掲載したとおり平成24年４月に策定した浪江町復興ビジョンにおける復興の考

え方を基本とした。

　すべての町民を守ることを基本とした上で、今まで

の人生がそれぞれの人生であったように、今後の選択

も多様な想いに沿った選択ができるようにしていくこ

とが不可欠です。

　全ての町民が安心して、自らの今後を選ぶことがで

きる環境、制度、前提をつくっていくことが必要です。

多様性の尊重を実現するための
選択肢の保障

　子どもたちの願いや想いをしっかりと受け止め、「将

来を担う子どもたちの苦しみを無くしていくこと」、「ふ

るさとに戻る、戻らないに関わらず、子どもたちが大

切に思っているふるさとをしっかりとした形で再生さ

せること」を大人世代の責務として果たしていく必要

があります。

子どもたちの願いや想い

復興の基本となる考え方

　今後の先行きについて町民一人ひとりに様々な考え

や想いがあります。

　様々な考えや想いを無視した一方的な押し付けでは

お互いが苦しむことになります。

　ともに支え合っていくためには、人それぞれ考えが

違うことを認め、尊重しあうことが必要です。

ともに乗り越えるための
多様な考え方の尊重

　この世界的な原発事故災害では、道路や建物などを

復旧・復興という今までの考え方では十分な復興には

なりません。

　この災害では、町民がどこに住むとしても、「一人ひ

とりの命と暮らしを守る」ことが最も重要であり、町

民一人ひとりを一番に考えなければなりません。

一人ひとりの暮らしの再建
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　この災害は非常につらく厳しいものです。あまりの

困難さに心が折れそうになることも数えきれないほど

ありました。

　しかし、苦難の中にあってもそこに希望を見つけ、

力を尽くしていくことで未来を拓くことができます。

　過去の日本や、世界中で起きた悲惨な災害や戦争な

どでも、先人たちが苦難を乗り越える意志をもって復

興を果たしてきたように、私たちも復興（暮らしの再

建とふるさと再生）をあきらめません。

　責任を持って次の世代に、暮らしを、ふるさとをよ

り良くして引き継いでいきます。

復興に向けた決意

　原発事故は、被災地や被災者だけが悩み苦しむ問題

ではありません。

　国策上の事故により全てを奪われた「国民」に対し

て国がどう償うのか。汚染された「国土」をどのよう

に考え、どう扱うのか。

　この災害を繰り返さないために何を学び実行してい

くのか。

　浪江町、双葉郡、福島県だけの問題ではなく、国全

体で分かち合い、国全体で真剣に取り組むことでしか

解決ができない問題です。

災害への向き合い方

　多くの住民が苦しい避難生活を余儀なくされている

状況は「想定外」の一言で済む問題ではありません。

事故責任者としての東京電力や根拠のない安全神話に

基づき原子力政策を推進してきた国の責任と果たすべ

き責務を明確にしておくことが必要です。

　そして、国や東京電力だけの取組みだけではこの状

況は解決しません。広域自治体として被災地の想いを

くみ取り、国を動かすことが求められる県、町民のた

めの自治体としての町、そして暮らしの再建を果たす

本当の主役である町民一人ひとりが協力し、暮らしの

再建とふるさと再生を成し遂げていくことが必要です。

復興に向けてのそれぞれの役割

　原発事故による災害は非常に解決が困難な問題です。

　平穏な日常は奪われ、放射線への健康不安や、不十

分な住環境、不透明な賠償など、避難先でも課題が山

積しています。

　荒廃したままの町、危険をはらんだ原発、回復困難

な生活サービス、壊滅的な雇用の場など、ふるさとで

も課題が山積しています。

　避難し続けるのも苦しい。戻るといっても困難な状況。

しかし、困難に対して逃げるのではなく、正面から受

け止めることが必要です。

乗り越えるべき課題

復興への向き合い方
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（２）復興の理念

・町単独でなく、我が国全体で

災害に向き合う

・町民・事業者・行政が一体と

なって復興にあたる

みんなで
ともに
乗り越える

・復興＝一人ひとりの暮らしの再建

とふるさと再生

・人それぞれ多様な考え方や想いに

応じた復興のあり方

一人ひとりの
暮らしの再生

・子どもたちの“今”を大切に、理不

尽な苦しみを無くしていく

・子どもたちの心のふるさとを無く

さない

子どもたちの
未来につなぐ

みんなでともに乗り越えよう
私たちの暮らしの再生に向けて
～未来につなぐ復興への想い～



125

第
3
部

浪
江
町
復
興
計
画（
第
一
次
）の
策
定

復
興
に
向
け
て

（３）復興の基本方針

・町の復旧・復興の第一は、町民の暮らしの再建です。

・今どこに住んでいようとも、今後どこに住んだとしても、すべての町民の命が守られ、幸せな日々の暮らしを取り戻

せるよう取り組んでいきます。

・多様な考えや想いに応えるために、多様な選択肢を保障していきます。

すべての町民の暮らしを再建する　～どこに住んでいても浪江町民～

○避難先によらない、一人ひとりへのきめ細やかな支援

○ふるさと再生や町外コミュニティの整備、避難先への継続的な支援などの多様な選択肢の実現

・先人や今の大人たちが大切に守り育み、子どもたちが心から愛するふるさとを、何年かかってもしっかりとした姿で

再生させていきます。

・どこに住んだとしても、なみえが大切なふるさとであり続けられるよう、魅力的なふるさとを創り上げていきます。

ふるさと　なみえを再生する　～受け継いだ責任、引き継ぐ責任～

○震災や原子力災害を乗り越え、安全、安心なふるさとの再生

○なみえのこころや絆が息づく地域の復興

○誰もが魅力的だと思えるまちづくり

・子どもたちが二度と苦しむことのない社会づくりを浪江町が先導していきます。

・国全体で災害を受け止め、災害を繰り返さない国となるようけん引していきます。

・災害を繰り返させないため脱原発、エネルギー政策の見直しを提起し続けるとともに、エネルギー自給自足のモデル

地域の実現を目指します。

・経験や反省を踏まえ、有事のリスク対策のモデル地域を実現します。

被災経験を次代や日本に生かす　～脱原発、災害対策～

○災害や復興の情報を一元化し誰もが気軽に閲覧できる復興ライブラリーの構築や、復興人材育

成など、復興の過程や技術、経験を他地域や次世代に語り継いでいく仕組みづくり

○災害研究都市として、復興を「学び、実行し、発信する」を体現
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03 復興への取組みと方向性の概要
（１）復興までの道筋
各時期における復興のイメージ

【短期】

～H26.3.31
震災より3年

緊急復旧期

【中期】

～H29.3.31
震災より6年

復旧実現期

【長期】

～H33.3.31
震災より10年

本格復興期

【避難先での生活を早急に改善】
○今の多くの不安の軽減や解決を図ります。
健康管理、賠償、事業再開や就労、住まいの確保、避
難先自治体との連携、絆の維持、教育環境改善　など
○町外で集まって暮らせる「町外コミュニティ」を整備
します。

○その上で、ふるさとの再生に着手
・低放射線量の地域等における、放射線管理、除染、
インフラの復旧・整備等の先行実施
・雇用の場、産業集積の国家プロジェクトの促進、医
療・福祉施設の集積、教育環境の充実など、将来を
見据えたまちづくり計画の策定や土台づくり

○その上で、ふるさとの再生も本格化
・更なる除染やインフラの復旧・整備、町内での復興
の拠点となる地域に住宅整備等を進展させ、町内の
生活環境を整備し、希望者の帰町開始を実現

【すべての町民の生活安定を実現】
○町外でも安心して暮らせる環境を整えます。
「町外コミュニティ」の充実、就労の場を確保、
県外や県内各地域居住者への継続的な支援　など

○その上で、ふるさとの再生を実現
・除染の推進による復興拠点の順次拡大
・既存産業の再生、新たな産業の集積等による雇用の
場の確保、医療福祉の充実、高度な教育環境の実現
等、震災以前より暮らしやすく、若者が集まる元気
な浪江町を実現

【すべての町民の幸せな暮らしの実現】
○住んでいる場所にかかわらず、すべての町民が震災以前
と同様に、幸せな暮らしを取り戻せるようにします。



127

第
3
部

浪
江
町
復
興
計
画（
第
一
次
）の
策
定

復
興
に
向
け
て

各時期における取組みのイメージ

町
民
の
暮
ら
し
の
再
建

町
外
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
整
備

ふ
る
さ
と
の
再
生

中間貯蔵施設への早期搬入の実現

【賠償】財物賠償の実現

低線量地域を中心とした居住可能エリア(復興拠点)の整備

復
興
の
発
信

災害研究都市の実現

【医療・健康】 健康 管理の徹底、放射線不安の払しょく

生活再建までの継続的な賠償の実現

【就労・事業再開】 継続的な就労支援、事業再開支援の実施

【絆】 町民同士、町民とふるさととの絆の維持

【教育】 教育環境の改善、支援制度の充実、子どもたちの絆の維持

役場再開準備 ⇒ 役場再開

H24 H26 H27H25 H29H28 H30 H31 H32 3323

順次
入居開始

町外コミュニティにおける、「絆づくり」「医療・福祉」「教育」
「事業再開支援」等の充実を図ります。

除染の実施と低線量化の実現 ⇒ 低線量エリアの拡大

公共施設、インフラ等の本格復旧

研究施設・記念公園の整備

復興ライブラリーの構築

受入れ先自治体や国、県との協議、調整

居住希望等の詳細
調査の実施

仮置き場の確保

公共施設、インフラ等の被害調査、応急復旧

震災記録等の保存

被災経験や復興を他地域や次世代に継承

警戒区域見直しH24年中を予定 発災から6年後(H29.3.11)避難指示解除を想定

短期（～H26.3.31） 中期（～H29.3.31） 長期（～H33.3.31）

それぞれが選択した生活に
沿った支援の実施と、安定
した生活を実現

避難生活を早急に改善すると
ともに、一人ひとりの今後の
選択を可能にする

それぞれが選択した生活の中
で、震災以前と同様の幸せな
生活を実現

必要に応じて
入居期間延長

必要に応じて入居期間延長

仮設住宅の改善仮設
住宅
借上
住宅

帰
町
開
始

受入先
との協議

町外ｺﾐｭﾆﾃｨ
の整備

町外コミュニティの充実

町外コミュニティの機能の充
実による、居住者の生活の安
定を実現

長期居住希望者の町外コミュ
ニティでの幸せな暮らしの実
現

受入れ先や国県との協議を踏
まえ、町外コミュニティを早
急に実現

滞在型施設を利用した一時帰宅の実現

町内における「医療・福祉」「教
育」「事業再開支援」等の充実
を図ります。

居住エリアを順次拡大すると
ともに、震災以前より暮らし
やすく元気な浪江町を実現

復興拠点を中心として、生活
環境を再生し、希望する町民
の帰町を実現

低線量地域を中心に、除染や
インフラ復旧を実施し、復興
拠点を先行的に整備

居住エリアの拡大

町内復興公営
住宅の整備
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